
別紙様式3-1

障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(令和 4年度)

(福祉・介霞職員処遇改善実績報告書、福祉・介臣職員等特定処遇改善実観報告書、福祉・介議磯員等べ…スアップ等支援実績報告書)

1基本情報

517:31

【本報告書で報告する加算】※取得した加第について「O」 、取得しない加算について「×Jを過択すろこL

※lX」とつけた力
"算

に標ろ記入福〔グレーになるセル)は、記入不要ぃ

2実 績 報 告 く共 通 >  ※辞細は別紙枠式3-2及び3-9に組競

本株式では以下の要件を確認しており、オレンジセルがro」 でない場合、加第取得の要件を満たしていない。
I【処遇改善加第】福社・介譲破員(特定加算を俳せて取得する暑合は略瓢負・技能あある障害福祉人材」及びr他の障害福祉人材J)の賃金について、
処遇改善加第によノD賃金改善所要額が、同加第の算定額以上であること

Ⅱ【特定加界】障害福祉人材とその他職種の資金について、特定加界による資金改善所要額が、同加界の算定額以上であること
ⅢIベースアップ等加算】障害福祉人材とその他の職員の資金について、ベースアップ等加第による資金改善所要額が、同加策の算定額以上であること
Ⅳ【特定加第】グループ毎の平均資金改善額が配分ルールを満たしていること
V〔特定加算〕経験・技協七のある障害福祉人材(A)の うち、1人以上は月額8万円の改善または改善後の賃金が午額440万円以上となつていること

(その人数は法人一指で申請する事業所の数に応して設定)

Ⅵlベースアップ等加算】賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本構又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てること

Ⅱ ↓ 要件Ⅲユ↓

。(1)(2)(31に li、 それぞれの加第による賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含めることができる。
・ (6)には、別紙3-2カ ち、特定カロ界の構額のうち、経験・技能のある障害福祉人材lA)及び他の障害福祉人材(B)に配分された額が転記される。

(7)には、別紙3‐2カ ち、本年度の特定加算の総額が構記される。(その他の職撤(C)に配分された額も含む。)

・②■)「前年度の資金の総額J(処遇改善加算等を取得し実施される資金改善額及び独自の賃金改善額を除く)【善準額1】 I毒準額2〕 〔基準額3〕 には、
計画書の2(1)② H)の額を記載することとしているが、職員構成が変わつた等の事由により修正することが可能である。

③平均賃金改善額く特定加算>

※「前年度の平均賃金領(月観)」 【基準領4】には、計画書2(3)⑤ 帝)の額を言]穀することとしているが、磯員構成が交わった等の事由により停正することが可能てある。

いずれかに骸当する人数 29   人

浜複数回答可

□ 小規模事業所等て加算霞全体が少領てあるため。

□ 職員全体の資金ネ率が低く、直ちに月観平均8万円等まで貝金を引き上げることが国難であるため。

□逼ヨ勇翻 遷寝勝蓬岳零科ず条な遷議言墓摯去ど言警憲扇8惑雲す癖襲Ⅲ:あ
る者に求められる能力や処遇を明確化す

□ その他  (                                                  )

フリガナ

法人名 南紀のぞみ会

法人所在地 和歌山県田辺市た

フリ刀ケ

書類作成担当者 柳瀬 んヽおり コ
E―ma‖ nan獅―no20mittbz04.pbla.ばJp連絡先 電話番・号 10789-33-7480 FAX番・号 10739-33-7719

特定加算 ベースアップ等加算処遇改善加算

田  1 年度の加算の総額 39,340,380 101280.860 円 4,926,170 円①  令
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(a)ホ年度の賃金の総額

(c)特定加算の総額

(b)処遇改善加算の総額

。基準額3】

(処遇
び独 円

寅金改善
を実施した
グループ

前年度の平均賃金
額(月 韻)〔基準観

4】

本年度の平均資金
額(月 傾〕

平均資金改善類
 (配分比率)

改善後の賃金が

最も高額となつた者
の資金(年額)

(A)経験・技能のある障害福祉人材 日 3501412 円 374,414円 24,002 日 (3.69)

日 249,956 円 253.542 円 3,586 円 (1.00)(B)他の障害福祉人材

凹 217t969 円 219,031 月 1!112円  (0.31) 51 円(C)その他の職種

要件V

IA〉
BかつA〉2C

CIB≧ 2C

要件V

園四④ 月額平均8万円又は改善後の賃金が年額440万 円となった者<特定加算>



i)福祉・介護職員の賃金改善額(nl)

(う ち、ベースアップ等
による賃金改善額)(n2)
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工)その他の職員の賃金改善額 (ol)

(う ち、ベースアップ等
による賃金改善額)(o2)

(一 月あた り 121,371

734,782

728,223

賃金改善実施期間 令和  4 年 10 月 令和  5 年  3 月 ( 6か 月 )
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⑤ ベースアツプ等による賃金改善額等<ベースアップ等加算>

【記入上の注意】
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【処遇改善加算】
届出に係る計画の期間中に、全体で必ず1つ以上の取組を行うことが必要であること。
【特定加算】
届出に係る計画の期間中に、「入職促進に向けた取細」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を

「 上のための業務改善の取組」生産性向含む心身

る事業所において、合理的な理由により当該期間中に実施できな※

かつた場合は、当該理由を明記すること。(処遇改善加算、

分類 内容

入職促進に向
けた取組

その実現のための施策・仕組みなどの明強化

有資格者にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築

厄]職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力向上の取組の実施

資質の向上や
キヤリアアップ
に向けた支援

働 きなが ら介 護 侶 T上 士 寺 の
'I又

得 を 日丁目丁 者 に 対 丁 る要 務 有 研 修 史 講 更 腹 や 、より早 門 任 の 局 い 文 蕨 王更mを取 行 しよつと

'0石日 に対する喀疾吸引研修、強度行動障害支援者養成研修、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講
支援等

□ 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との運動

エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等の導入

回 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保

両立支援・多
様な働き方の

推進

口 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指すための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備

□
蹟属名吾導言窪穣

況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員か正規職員への転

口 有給休暇が取得しやすい環境の整備

匝]業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓日の設置等相談体制の充実

E]障害を有する者でも働きやすい職場環境の構築や勤務シフトの配慮

腰痛を含む心
身の健康管理

匡]偏講居寄喫協層暴二
体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等の導入及び研修等によ

E]短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業者のための休憩室の設置等健康管理対策の実施

□ 雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施

回 事故・トラブルヘの対応マニュアル等の作成等の体制の整備

生産性向上の
ための業務改
善の取組

図 タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減

E]見
撰鰯 誘琵宅

掃除、食事の配膳、下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の

口 5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとつたもの)等の実践による職場環境の整備

同 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減

やりがい・働き
がいの醸成

日 瀧
ング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容

E]地域包括ケアの一員としてのモチペーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施

利用者本位の支援方針など障害福祉や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供

「
1支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供

合理的な理由により期間中に実施できなかつた場合   | 理 由
※ 上記のうち、前年度に取組実績がある項目にチェック(ン )すること。

   |

※上記に加えて、今年度に提出した計画書の記載内容から変更がない場合は「変更なし」1こもチェック(ア )すること。 変更なし



⑦ その他(やむを得ず配分比率を満たすことができなくなつた場合等については、下記の欄に記載すること。)

※ 給与明細や勤務記録等、実績報告の根拠となる資料は、指定権者からの求めがあった場合に速やかに提出できるよう、適切に保管しておくこと。

※ 福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算に関して、虚偽や不正があつ

た場合には、支払われた介護給付費等の返還や事業者の指定取消となる場合があるので留意すること。

実績報告書の記載内容に虚偽がないことを証明するとともに、記載内容を証明する資料を適切に保管して

いることを誓約します。

令和  5 年 7 月 31 日      (法 人名)社 会福祉法人 南紀のぞみ会

(代表者名)異 琴代


